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「第50条」をトリガーした後の法人所得税に係る報告 

2017年3月29日に、英国の在欧州連合大使が欧州理事会の大統領に書簡を手渡し、欧州連合か

らの英国の脱退についてリスボン条約第50条の下での正式の通知を行った。 

 

EU法にはいくつかの指令があり、各加盟国の法律に置き換えられて、さまざまな取引（典型的に

は、異なる複数の加盟国に所在するグループのメンバー間の取引）について、（直接）法人所得税

の免除措置または繰延措置を与えている。英国企業および英国での営業のあるグループにとって、

第50条のトリガーにより、それらの免除措置が撤廃される可能性があることが財務報告に直ちに影

響するのかが問われることになる。 

 

この先例のないプロセスの開始時点にあって、英国のEUからの脱退の効力が発生するまでに、（欧

州連合レベルおよび個々の加盟国レベルの双方において）正確にどのようなステップを踏むことに

なるのかについては重大な不確実性が存在する。それに加えて、加盟国レベルにおいて制定され

た法令は、EU全体で同一ではない可能性や、場合によっては二国間協定によって補完されている

可能性もあり、また、加盟国の脱退の効果が明示的に扱われている可能性は低い。その結果、英

国、欧州理事会、および可能性としては個々の加盟国の間で交渉が行われる前にあって、税法の

変更がどのような形を取るかは不確実である。 

 

このように何層にもわたる複雑さがあるため、税法の変更が（IAS第12号「法人所得税」において使

われている意味で）「実質的に制定」されていると結論づけることは困難であるし、そのような変更が

いかなる影響を当期税金および繰延税金の残高に及ぼすであろうかについて結論づけることも困

難である。したがって、全体的にみて、EU法の英国の会社への適用に基づく免除措置を現時点で

活用しているグループについて、将来の税金債務に重大なレベルの不確実性が存在する。 

 

 

www.deloitte.com/jp/ifrs 

 

 

 

 

注： 本資料は Deloitteの IFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳した

ものです。 

       この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版

ニュースレターをご参照下さい。 

http://www.iasplus.com/
http://www.deloitte.com/
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第50条をトリガーしたことの結果として、認識される税金残高に変化が生じることは見込まれないが、将来の税率および税金支払い

にまつわる重大なリスクと不確実性について企業が開示を行うことは見込まれる。それらには、次の一部または全部が含まれる可能

性がある。 

 

 リスクと不確実性についての説明的開示。こうした開示は多くの各国の法律および規則によって要求されている。例としては、

SEC規則S-K、EU透明性指令（各加盟国において実施されているもの）、および、英国会社法において要求されている戦略報

告書がある。 

 

 企業の実効税率に係る可能性のある将来の変化についての税金注記における議論 

 

 見積りに係る不確実性の源泉についての議論。これはIAS第1号「財務諸表の表示」において要求されており、税務上のリスク

についての議論を含むことがしばしばある。 

 

どのような取引が影響を受ける可能性があるか？ 
 

上述の議論にかかわらず、EUからの脱退の税務上の帰結について検討しておくことには価値がある。「Brexit」プロセス

の結了の後に利用できなくなる可能性がある免除措置を与えているものとして、次の指令が識別されている。 

 

i. 親子会社指令（Parent – Subsidiary Directive）：本指令は、「親会社」に対して支払われる配当に係る源泉税の撤

廃を扱っている。 

ii. 利息およびロイヤルティ指令（Interest and Royalties Directive）：本指令は、利息およびロイヤルティに係る一定の

源泉税の撤廃を扱っている。 

iii. 合併指令（Merger Directive）：本指令は、EU域内における、一定のクロスボーダー取引、資産の移転および株式

の交換についての利得に係る課税の繰延べを扱っている（適用される国内法によっては、課税の繰延べが認めら

れるのは資産がEU域外に移転されるまでとされている可能性がある）。 

 

分配、利息およびロイヤルティに係る源泉税に対して適用される税率または税法の可能性のある変化は、EUからの脱

退の日より後に行われる該当取引に適用されることとなろう。これに対し、合併指令の範囲に含まれる取引から生じた

利得について過去に免除されたまたは繰り延べられた税額については、脱退によって直ちに支払うことになる可能性が

ある。 

 

これらの細目を超えて、EU法の他の側面（例えば、加盟国間の税務上の紛争を解決する手段として用いられているEU

仲裁協定（EU Arbitration Convention））の変更または撤廃も、会社の税務に影響を及ぼす可能性がある。 
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開示の内容と程度は、個々の企業がこれらの免除措置の変化に影響を受ける度合いによって異なるだろう。状況によるが、開示に

は次を含む可能性がある。 

 

 未分配利益の存在。未分配利益は、配当が「Brexit」の後に支払われる場合、税務上の取扱いが異なる可能性がある。 

 

 利息およびロイヤルティ指令の対象となる取引を企業が使用していること、および、英国のEUからの脱退の後に実務の変化が

予想されるかどうか 

 

 企業が過去にどの程度、英国と他のEU加盟国の間で事業および資産を移転し、合併指令の下で課税を繰り延べているか。 

 

既存の当期税金および繰延税金残高のうち脱退によって生じる変化によって影響を受ける可能性のあるもの、および、合理的な見

積りが可能である場合には、影響についての可能性のある定量化についても開示することが適切かもしれない。 

 

税務上の不確実性の議論は、より広範な、「Brexit」が企業の将来の財政状態および業績にもたらす可能性のある影響についての議

論の一部を構成する可能性もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deloitte の IFRS in Focus 「UK referendum on membership of the European Union: Financial reporting 

implications （和訳「英国におけるEU残留・離脱を問う国民投票：財務報告における影響」）」では、「Brexit」プロセスか

ら生じる、より広範な論点についてのガイダンスを提供している。 

 

 
 

https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/uk-referendum
https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2016/uk-referendum
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/finance/articles/ifrs/ifrs-ifrsinfocus-20160705.html
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デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任

会社）のメンバーファームおよびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング

合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人および DT 弁

護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループの

ひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバ

イザリー等を提供しています。また、国内約 40都市に約 9,400名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサ

ルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ

Webサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクアドバイザリー、税

務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全

世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取

り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune 

Global 500® の 8割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの

約 245,000名の専門家については、Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト  トウシュ トーマツ リミテッド

（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指

します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte 

Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワー

クの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 

 

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体

的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度

その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該

時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠し

て意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。 
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